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※ 採用後、勤務状況に応じて嘱託職員または正規職員への登用あり 

 

１．採用予定人員及び職務内容 

職種 採用予定人員 職務内容 

相談支援専門員 1 名程度 
相談支援事業所等において、主として相談業

務に従事します。 

 

２．応募資格 

 ● 次のいずれかに該当する方 

・社会福祉士、精神保健福祉士、看護師、保育士、介護福祉士などの国家資格を 

 有する方 

（採用日までに登録または取得される見込みのある方を含む。） 

 ● 実務経験５～１０年の方（優先） 

 

３．選考方法 

日 時 随時（詳細決定後応募者に電話連絡） 

 

場 所 

社会福祉法人桃郷 法人事務局 

（和歌山県紀の川市桃山町調月５８番地の３） 

ＴＥＬ：０７３６－６６－８８５１ 

内 容 面接 

 

４．結果発表 

  面接日から１週間以内に電話で連絡します。 

 

５．申込方法 

（１）提出書類を申込先に持参又は郵送により提出してください。 

（２）提出書類申込先 

    〒649-6112 

     和歌山県紀の川市桃山町調月５８番地の３ 

     社会福祉法人桃郷 法人事務局 採用係 

（３）提出書類 

    ①直筆の履歴書（市販のもので可） 

    ②自動車運転免許証の写し 

    ③資格証の写し 

（４）受付時間 

    午前９時から午後５時 

 

社会福祉法人桃郷  

相談支援専門員（パート職員）募集！ 
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６．採用まで 

（１）採用は 2025 年度中に採用できる方を優先します。 

（２）応募資格がないこと、また、申込書類等の記載事項が正しくないことが判明した

場合は、採用を取り消す場合があります。 

 

７．勤務地、勤務時間、勤務日 

（１）勤務地  社会福祉法人桃郷が管理運営を行う下記の施設となります。 

   つくしんぼ相談支援室  伊都郡かつらぎ町中飯降 1062-1（あすなろ教室内） 

（２）勤務時間  午前８時４５分から午後５時１５分（昼休憩４５分） 

のうち６時間以上 

（３）勤務日  週３～５日勤務 

   （土曜・日曜日及び祝日は原則休み、但し、変則勤務あり） 

 

８．待遇（2026 年 2 月現在） 

 ●パート職員 

 （１）基本賃金 時給１，６００円 

 （２）諸手当 

     通勤手当  支給基準月額から日割換算 

     時間外勤務手当  支給基準による 

     処遇改善加算等手当 

      週２０時間未満       時給 ９０円  

      週２０時間以上３０時間未満 時給１１５円 

      週３０時間以上       時給１５０円 

 （３）休暇 

     年次有給休暇、特別休暇（慶弔休暇等） 

 （４）その他 

     採用の日から１か月間は試用期間となります。 

 

９．募集要項についての問合せ先 

 ○問い合わせ先 

   社会福祉法人桃郷採用係（法人事務局内） 

     担当：薮本 

     ＴＥＬ：０７３６－６６－８８５１ 

     メール：momosato-yy@air.ocn.ne.jp 

 ○問い合わせ日時 

   月曜日～金曜日（祝日除く）午前９時～午後５時 

 

１０．その他 

 ○法人ホームページ 

   https://www.ももさと.com 

 

 


